
 

 

 

 

令和５年８月定例会 

宇土市教育委員会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇土市教育委員会 
 

 

 

 

 

 



１．日  時  令和５年８月１０日（木）午前９時３０分開議 

 

２．場  所  宇土市役所２階 会議室４ 

 

３．出席委員  太田 耕幸教育長 近藤 修教育長代理  白井 正晴委員  

岳元 さよ子委員 黒田 須美子委員 

 

４．欠席委員  無 

 

５．職務のために出席した者 

        教育部長兼図書館長 野口 泰正  学校教育課長 本堀 武史 

指導主事 坂口 隆広  学校教育課総務係長 浅野 正二 

生涯活動推進課長 西山 祐一  文化課長 淵上 真行 

給食センター所長 渡辺 勇一  中央公民館長 赤澤 憲治 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議事日程 

  １ 会議録署名委員の指名 

   ２ 会期の決定 

   ３ 議案第５５号 史跡轟貝塚保存活用検討委員会設置条例について 

   ４ 議案第５６号 宇土市民会館条例の一部を改正する条例について  

   ５ 議案第５７号 宇土市武道館条例施行規則の一部を改正する規則について  

   ６ 議案第５８号 宇土市スポーツ推進審議会委員の委嘱について  

   ７ 議案第５９号 宇土市学校給食費徴収条例について  

   ８ 議案第６０号 宇土市学校給食費徴収条例施行規則について  

   ９ 議案第６１号 令和５年度宇土市一般会計補正予算について  

   10 議案第６２号 特別支援学校への就学について 

   11 議案第６３号 令和６年度使用宇土市立小学校教科用図書の採択について 

報告事項 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      令和５年８月教育委員会定例会会議を開会いたします。 

      本日は、４人の委員が出席でありますので、この会議は成立いた

します。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

日程第１ 

太田教育長      本日の会議録署名委員の指名をいたします。 

会議録署名委員に近藤委員・岳元委員を指名いたします。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

日程第２ 

太田教育長      本日の８月教育委員会定例会の会期を１日とします。 



御異議ございませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

太田教育長      異議ないものと認めます。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

日程第３、４ 

太田教育長      最初に、文化課長から説明をお願いします。 

 

文化課長       （提案理由等説明） 

 

（質疑） 

近藤委員       元々、宇土市重要遺跡保存活用検討委員会設置条例があり、その

条例の中で専門部会を規定しているため、そちらでカバーできた

のでは？ 

文化課長       昨年、国指定の重要文化財になりましたので、専門の国や県の職

員を委員にする必要があるためです。 

近藤委員       わかりました。同じく宇土市重要遺跡保存活用検討委員会設置条

例の委員には、公募で市民が入れるようですが、今回は公募があ

りませんが、違いは何ですか？  

文化課長       今回は公募を行っていませんが、地域の代表者ということで、地

元の区長さんを委嘱する予定です。それにより、地元の意見を反

映させる予定です。 

近藤委員       地域の代表者として、地元の区長を委嘱するので、一般市民から

の公募は行わないという意味ですね。 

 

≪採決≫（原案のとおり） 

  

太田教育長      続いて、文化課長から説明をお願いします。 

文化課長       （提案理由等説明） 

（質疑） 

近藤委員       精神疾患が外れるのは良いですが、感染症の病気も外すのは、コ

ロナやインフルエンザだったら良いのでしょうけど、感染性で危

険性が高い病気、例えばエボラ出血熱とかならどうだろうと考え

ました。そういったところは、改正後の第１６条第２号にある「公

の秩序」を乱すものに、含まれる感じですか？  

文化課長       その通りです。他の自治体でも同じ条例を確認したところ、同様

の表現で、感染症についての表現はありませんでした。 

岳元委員       実際の入館時に、立札のようなもので規制すれば良いと思います。 

           条例では定めてなくても、具体的にはその時の時代の流れの中で 



判断するということですね。 

文化課長       その通りです。 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

日程第５、６ 

太田教育長      続いて、生涯活動推進課長から説明をお願いします。 

 

生涯活動推進課長   （提案理由等説明） 

 

（質疑） 

白井委員       他に教育委員会関連で、入館に関する条例等はありませんか？ 

教育部長       確認しましたが、他にはありません。 

≪採決≫（原案のとおり） 

 

太田教育長      続いて、生涯活動推進課長から説明をお願いします。 

 

生涯活動推進課長   （提案理由等説明） 

 

（質疑） 

なし 

 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

日程第７、８ 

太田教育長      続いて、給食センター所長から説明をお願いします。 

 

給食センター所長   （提案理由等説明） 

 

（質疑） 

近藤委員       宇土市学校給食費徴収条例の附則第３項で説明のあった、指定金 

融機関に関する項目を削除するのは、純粋に給食費だけなのか、 

食材費等にも利用している口座であれば、残しても良いのではな 

いですか？ 

施行規則の第９条第１号で、保護者等とありますが、条例の第２ 

条第２号の定義では、教職員も含まれるので、教職員から教育委 

員会に届け出ることもできるのか、確認をお願いします。 

最後に、様式第３号の学校給食費減免決定（不承認）通知書で、 

減免期間はあるのですが、一部減免の場合は、その額をどこに表 



記するのですか？ 

給食センター所長   まず、指定金融機関の件ですが、これまでは、私会計でしたので、 

給食会計の担当で、指定しておりましたけど、来年度から公会計 

化になりますので、市の指定金融機関を利用することになります。 

食材等についても全て、市の指定金融機関を利用することになり 

ます。 

続いて、教職員による届け出の件ですが、確かに言われる通り、 

教職員から連絡がある場合も考えられますので、今後検討します。 

様式の方も検討します。 

岳元委員       第９条の件ですが、転校やインフルエンザ等が理由の場合は、学 

校から、連絡していた。今までは学校から教育委員会（給食セン 

ター）へ連絡があったが、今後はどうするのか？これまでは、欠 

食による返金作業が学校側に発生していたので、学校側も真摯に 

対応していたと思うが、公金化により、学校側に返金作業が発生 

しなくなるので、書面だけでも後でいいので提出してもらった方 

が、言った言わないでトラブルになるのが防げるのでは？ 

給食センター所長   連絡方法も含めて検討します。 

≪採決≫（文言修正を依頼して可決） 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

日程第９ 

太田教育長      続いて、学校教育課、文化課、図書館の順に説明をお願いします。 

 

各課説明       （提案理由等説明） 

 

（質疑） 

近藤委員       日本語指導講師派遣事務委託料で、積算では、３０日と計上して 

あるが、１か月だけの派遣ですか？今後見直しはあるのですか？ 

学校教育課長     週２日で、約半年間の派遣予定です。 

近藤委員       樹木伐採の件ですが、年２回で足りますか？  

文化課長       既に既存予算で、２回伐採済みです。今回の補正予算分で３回目 

になります。 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

日程第１０ 

議案第６２号     非公開 

 

≪採決≫（原案のとおり） 



◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

日程第１１ 

議案第６３号     非公開 

 

≪採決≫（原案のとおり） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長    本日の日程は全て終了しましたので、令和５年８月の定例教育委員会

員会を閉会します。 

          

― 閉会 ―（午前１１時４５分） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

報告事項【各課行事予定】 

教育部長     ・市議会日程について 

学校教育課長   ・こども未来都市シンポジウムについて 

指導主事     ・全国学力調査結果について 

         ・部活動ガイドラインについて 

生涯活動推進課長 ・NHKラジオ体操の報告 

・市少年の主張大会の報告 

文化課長     ・大太鼓フェスティバルについて 

給食センター   ・過年度給食費未払い分の徴収について 

         ・給食センター調理配膳業者の選定について 

 

岳元委員     暑さ指数を計測する装置は各学校に配備済ですか？  

指導主事     各学校に配備済です。 

白井委員     光化学スモッグやPM２．５のように、県が一斉に警報を発令してくれ

れば、学校側も判断しやすい。せっかく配備してある暑さ指数計をど

う学校側が利用意しているか、教育委員会で確認してください。 

指導主事     同じ温度でも、日なたと日陰でも違うし、風の有無や、室内室外でも

環境は全く違うので、一概にある学校の暑さ指数が危険値を超えてい

るからだと言って、全ての部活動を中止するのは難しいと思います。 

岳元委員     （山形県で起こった中学生の熱中症による死亡事故について）もし、

事故が起こった場合に、最終的に学校任せにならないようにしなけれ

ば、厳しいと思う。 

近藤委員     熱中症対策については、市のガイドラインがまだありませんよね。現

場の先生判断任せというのが、とても危険だと思います。だから、あ

る程度市でガイドラインを作成し、各学校を指導しないと危ないと思

う。今、学校で特に校長がきちんと部活動について把握しているの

か？特に部活における、生徒の休憩や休日の取得について、そこを確



認してください。 

指導主事     土日の休日取得については、大会前や、外部コーチの都合などで、必

ずしも休日を取得できているとは限りません。 

岳元委員     何らかの理由で土日両方とも部活動を実施したのであれば、その代替

として平日の休養日を増やしているのですか？ 

白井委員     大会前になると、１～２週間はずっと部活動にずっと出ている。休養

も必要だと思う。 

指導主事     子ども中心にガイドラインの改正を行います。学校と一緒に作ろうと

思います。 

近藤委員     学校と一緒に作るとスピード感が無くなるので、まずは教育委員会で

案を作っていただき、たたき台として欲しい。 

教育長      スピード感を持ってというのは分かりますが、今検討している部活動

の地域移行についてもそうですけど、いろんな課題があって、簡単に

は進まない。やはり調整をしながら進めていくことが必要かなと思い

ます。もちろん、緊急性と危機感を持って取り組む必要はあると思い

ます。 

指導主事     県のガイドラインを参考に、次回定例会までにお示しします。 

岳元委員     全国学力学習状況調査の件で、英語が課題と思うのですが、市として

教育委員会として、何か学校に対してサポートはできないですか？ 

指導主事     英語が専門の学力向上指導員がおりますので、そちらで小学校向けテ

キストを作成中ですので、しばらくお待ちください。 

 

 

議事録署名 

         委員  近藤 修 

委員  岳元 さよ子 


